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は
し
が
き

　

本
資
料
は
、
二
〇
二
一
年
六
月
二
五
日
に
司
法
大
臣
か
ら
発
出
さ

れ
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
諸
規
定
を
解
説
す
る
通
達
で
あ
る（

１
）。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
〇
二
一
年
九
月
三
〇
日
に
少
年
刑
事
司
法
法
典

の
施
行
が
始
ま
っ
て
い
る
。
当
該
法
典
の
運
用
の
あ
り
方
を
示
し
た

も
の
が
、
本
通
達
で
あ
る
。
本
通
達
は
、
控
訴
院
付
検
事
長
、
控
訴

高
等
裁
判
所
付
共
和
国
検
事
、
司
法
裁
判
所
付
共
和
国
検
事
、
及
び
、

少
年
司
法
保
護
局
地
域
間
相
互
局
長
に
向
け
て
そ
の
所
掌
事
項
を
明

示
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
控
訴
院
長
、
控
訴
高
等
裁
判
所
長
、
司
法

裁
判
所
長
に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

司
法
大
臣
の
緒
言
に
続
き
、
付
属
文
書
と
し
て
、
大
原
則
、
手
続

の
解
説
、
教
育
的
措
置
及
び
調
査
措
置
、
保
安
措
置
、
刑
罰
及
び
拘

禁
、
被
害
者
の
地
位
、
情
報
共
有
―
人
格
に
関
す
る
単
一
書
類
、
海

外
県
に
お
け
る
適
用
、
時
間
的
適
用
範
囲
に
関
し
、
テ
ー
マ
体
系
ご

と
に
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
初
め
て
の
犯
罪
少

年
に
対
す
る
刑
事
司
法
法
典
で
あ
る（

２
）。

本
法
典
は
、
犯
罪
少
年
に
関

す
る
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一

方
で
、
検
察
官
や
予
審
判
事
の
専
門
化
、
教
育
的
措
置
の
再
編
成
等
、

法
を
適
用
し
て
い
く
上
で
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
運
用
を
迫
ら
れ
る
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規
定
を
多
く
盛
り
込
ん
で
い
る
。

　

今
回
の
通
達
は
、
特
に
、
訴
追
可
能
な
少
年
事
件
に
関
す
る
処
理

の
五
五
％
を
占
め
る
訴
追
代
替
措
置（

３
）、

及
び
、
公
訴
提
起
を
担
う
検

察
官
に
向
け
て
、
本
法
典
の
運
用
に
つ
き
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

　

但
し
、
フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
二
つ
の
隠
れ
た
政
策

的
言
説
の
存
在
に
よ
り
、
対
立
命
題
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い（

４
）と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
方
は
、
少
年
を
中
心
に
置
く
保
護
主

義
モ
デ
ル
を
維
持
す
る
言
説
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
、
手
続
の
迅
速

性
及
び
裁
判
所
の
「
詰
ま
り
の
解
消
」
を
保
護
に
優
先
し
て
追
及
す

る
言
説
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
対
立
的
な
政
策
命
題
を
負
っ
た
少
年
刑
事
司
法
法
典

の
運
用
状
況
は
、
一
八
歳
・
一
九
歳
の
年
長
少
年
を
少
年
法
一
条
の

健
全
育
成
理
念
の
も
と
に
置
き
な
が
ら
も
、「
特
定
少
年
」
と
位
置

づ
け
、
成
人
と
し
て
の
厳
罰
的
な
対
応
を
も
可
能
と
す
る
改
正
が
行

わ
れ
た
日
本
の
少
年
法
の
運
用
の
あ
り
方
へ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
。
当
該
通
達
は
、
日
本
の
少
年
法
が
、
今
後
、
例
外
規
定
も
含
め

ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
運

用
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
べ
き
運
用
に
必
要
な
要
素
は
何
か
を

考
え
る
一
つ
の
重
要
な
素
材
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
本
資
料
が
、
検
察
官
を
名
宛
人
と
し
て
、
少
年
法
に
お

け
る
検
察
実
務
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
。
日
本

で
は
、
特
定
少
年
に
対
す
る
検
察
官
送
致
対
象
事
件
が
大
幅
に
拡
大

さ
れ
た
。
従
っ
て
、
今
後
、
日
本
で
も
検
察
官
が
非
行
少
年
に
対
す

る
裁
判
に
よ
り
多
く
関
わ
る
可
能
性
が
で
て
く
る
。
そ
の
際
に
、
検

察
官
が
「
少
年
」
の
特
性
や
ニ
ー
ズ
を
理
解
し
、
少
年
の
最
善
の
利

益
に
従
っ
た
活
動
を
進
め
て
い
く
た
め
に
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
に

つ
き
、
当
該
通
達
は
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

以
下
、
本
通
達
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
あ
た
っ

て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）、
及
び
、

大
貝
葵
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
法
学
系
准
教
授
）
が
共
同
し

て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ

つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

［
訳
者
注
］

（
１
）Circulaire�présentant�les�dispositions�du�code�de�la�justice�

pénale�des�m
ineurs,�N

oN
O
R�JU

SF2118988C,�https://w
w
w
.

legifrance.gouv.fr/dow
nload/pdf/circ?id=45197

（
二
〇
二
一
年

一
〇
月
二
七
日
閲
覧
）。

（
２
）
成
立
過
程
及
び
逐
条
訳
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研

究
会
訳
「
フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典
：
二
〇
一
九
年
九
月
一
一

日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号
（
一
）・（
二
）・（
三
）・

（
四
）・（
五･

完
）」
法
政
研
究
八
六
巻
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
五
七

頁
以
下
、
八
七
巻
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
七
頁
以
下
、
八
七
巻
四
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号
（
二
〇
二
一
年
）
二
五
頁
以
下
、
八
八
巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
）

一
三
頁
以
下
、
八
八
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
一
三
頁
以
下
参
照
。

（
３
）
司
法
省
統
計
：http://w

w
w
.justice.gouv.fr/art_pix/13-PA

�
RT

IE12_References_stastiques_justice_2019_16x24.pdf

（
二

〇
二
一
年
一
〇
月
二
七
日
閲
覧
）。

（
４
）LA

ZERGES,�Christine,�Cohérence�et�incohérences�dans�
l’ordonnance�n

o�2019-950�du�11�septem
bre�2019�portant�

partie�législative�du�code�de�la�justice�pénale�des�m
ineurs,�

RSC,�2020,�pp.175�et�s.

（
５
）LA

ZERGES,�ibid.

�

（
大
貝
葵
）

（88－4－3 ）
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二
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月
二
五
日　

パ
リ

国
璽
尚
書
、
司
法
大
臣

所
掌
事
項
に
つ
き

控
訴
院
付
検
事
長

控
訴
高
等
裁
判
所
付
共
和
国
検
事

司
法
裁
判
所
付
共
和
国
検
事

少
年
司
法
保
護
局
地
域
間
相
互
局
長
に
向
け
て

情
報
提
供
と
し
て

控
訴
院
長

控
訴
高
等
裁
判
所
長

司
法
裁
判
所
長
に
向
け
て

N
o　

N
O
R

：JU
SF2118988C
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：
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キ
ー
ワ
ー
ド
：
少
年
刑
事
司
法
法
典
―
基
本
原
則
―
教
育
的
試
験
観

察
手
続
―
司
法
上
の
教
育
的
措
置
―
少
年
司
法
保
護
局
―
情
報
共
有

―
人
格
に
関
す
る
単
一
書
類

　
「
児
童
の
保
護
に
関
す
る
問
題
、
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
、
司
法

の
手
に
あ
る
児
童
の
境
遇
に
関
す
る
問
題
ほ
ど
重
大
な
問
題
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。」
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
理
由
書
は
、

こ
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
憂
慮
は
、
現
在
で
も
続
い
て
い

る
。
少
年
に
よ
る
犯
罪
は
変
容
し
て
お
り
、
司
法
的
対
応
は
、
こ
の

変
容
に
適
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
う
え
、
明
確
か
つ
理
解
し
や
す

い
司
法
的
枠
組
の
中
で
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
四
五

年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
い
く
つ
も
の
修
正
は
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
一
貫
性

を
失
わ
せ
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
採
択
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
、
刑
事
訴
訟
法
典
及
び

い
く
つ
か
の
固
有
の
デ
ク
レ
の
中
に
分
散
し
て
い
た
少
年
独
自
の
規

定
の
全
体
は
、
そ
れ
故
、
一
つ
の
構
造
化
さ
れ
た
も
の
の
中
に
統
合

さ
れ
る
。
旧
規
定
は
、
廃
止
さ
れ
た
り（

１
）、

書
き
改
め
ら
れ
、
必
要
に

応
じ
て
、
補
足
さ
れ
た
り
し
て
、
そ
し
て
、
新
た
な
少
年
刑
事
司
法

法
典
に
法
典
化
さ
れ
る
。

　

成
人
と
少
年
に
共
通
す
る
規
定
は
、
刑
法
典
及
び
刑
事
訴
訟
法
典

の
中
に
維
持
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
独
自
の
規
定
が
、
少
年
刑
事
司
法

法
典
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
少
年
に
対
し
て
共
通

規
定
が
適
用
さ
れ
続
け
る
（
第
Ｌ
．
一
三
―
一
条
）。

　

法
律
上
の
規
定
、
及
び
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
由
来

す
る
か
単
純
デ
ク
レ
に
由
来
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
規
則
上
の
諸
規

定
は
同
じ
プ
ラ
ン
で
整
理
さ
れ
て
お
り（

２
）、

法
律
部
分
の
実
施
規
定
が

探
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

・
少
年
刑
事
司
法
の
基
本
原
則
の
再
確
認

　

犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第

四
五
―
一
七
四
号
の
連
続
性
の
中
に
完
全
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が

ら
、
即
ち
、
そ
の
大
原
則
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
少
年
刑
事
司
法
法

典
は
、
少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
根
本
的
修
正
を
行
っ
て
い

る
。
こ
の
改
革
の
目
的
は
、
被
害
者
に
対
す
る
配
慮
を
よ
り
よ
い
も

の
に
し
な
が
ら
も
、
少
年
司
法
の
特
殊
性
を
再
確
認
し
、
少
年
司
法

を
よ
り
単
純
で
よ
り
理
解
し
や
す
く
し
、
判
決
ま
で
の
期
間
を
枠
づ

け
る
こ
と
で
よ
り
効
果
的
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の

（法政研究�88－4－4 ）



少年刑事司法法典の諸規定を解説する通達（一）（フランス刑事立法研究会（訳））

945

改
革
で
は
、
少
年
係
判
事
の
継
続
的
介
入
を
通
じ
て
、
司
法
的
及
び

教
育
的
過
程
に
お
け
る
一
貫
し
た
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
少
年

を
手
続
の
中
心
に
位
置
づ
け
る
。

　

憲
法
的
諸
原
則
及
び
国
際
準
則
の
尊
重
の
も
と
、
序
章
の
段
階
か

ら
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
基
本
原
則
が
想
起
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

年
齢
に
応
じ
た
少
年
の
刑
事
責
任
の
軽
減
、
処
罰
に
対
す
る
教
育
の

優
先
性
、
及
び
、
裁
判
機
関
及
び
手
続
の
専
門
化
で
あ
る
。
当
該
原

則
は
少
年
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
す
る

こ
と
で
、
子
ど
も
の
利
益
概
念
は
、
少
年
に
適
用
さ
れ
う
る
刑
事
手

続
の
指
導
理
念
と
し
て
確
立
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
場
面
は
、
一
三
歳
未
満
の
少
年
に

対
す
る
弁
識
能
力
不
存
在
の
推
定
の
導
入
、
教
育
的
ケ
ア
の
態
様
の

強
化
、
保
安
措
置
、
中
で
も
特
に
、
脱
社
会
化
の
影
響
が
少
年
に
対

し
て
は
こ
と
さ
ら
に
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
勾
留
の
使
用
条
件
の
厳

格
化
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
新
た
な
手
続
は
、
自
由
と
拘
禁
判
事
へ
専

門
化
原
則
を
拡
大
し
、
手
続
を
通
じ
た
少
年
の
付
添
人
の
連
続
的
介

入
の
原
則
を
条
文
に
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
与
者
の
専
門
化
原

則
を
強
化
す
る
。

・
ケ
ア
の
効
果
及
び
一
貫
性
を
促
進
す
る
よ
り
迅
速
な
手
続

　

少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
構
造
を
根
本
的
に
修
正
す
る
こ

と
に
よ
り
、
少
年
の
成
長
の
早
さ
と
適
合
的
で
な
い
期
間
の
元
凶
と

な
っ
て
い
る
、
軽
罪
に
関
す
る
少
年
係
判
事
の
面
前
で
の
予
審
手
続

は
廃
止
さ
れ
る
。
少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
三
つ
の
段
階
の
手
続
を

導
入
し
て
い
る
。
ま
ず
、
裁
判
所
へ
の
係
属
後
一
〇
日
か
ら
三
か
月

の
間
で
行
わ
れ
る
有
責
性
の
審
理
の
段
階
、
次
に
、
少
年
に
そ
の
人

格
と
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
た
教
育
的
支
援
が
提
供
さ
れ
る
、
六
か
月
か

ら
九
か
月
の
間
で
行
わ
れ
る
教
育
的
試
験
観
察
の
段
階
、
最
後
に
、

制
裁
の
言
い
渡
し
の
段
階
で
あ
る
。

　

少
年
係
判
事
に
よ
る
司
法
上
の
予
審
の
廃
止
に
伴
い
、
新
た
な
手

続
が
遵
守
す
る
の
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
八
日
の
合
憲
性
優
先
問
題

手
続
（
Ｑ
Ｐ
Ｃ
）
決
定
第
二
〇
一
一
―
一
四
七
号
、
及
び
、
二
〇
二

一
年
三
月
二
六
日
の
合
憲
性
優
先
問
題
手
続
（
Ｑ
Ｐ
Ｃ
）
決
定
第
二

〇
二
一
―
八
九
三
号
に
お
い
て
、
憲
法
評
議
会
が
想
起
さ
せ
た
司
法

の
公
正
性
の
要
請
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
、
事
案
の
真
相
解
明
に
資

す
る
手
続
実
施
の
任
を
負
う
判
事
が
、
刑
罰
言
渡
し
の
権
限
を
付
与

さ
れ
る
判
決
裁
判
所
の
長
と
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
よ
う
求
め
て
い

る
。
刑
事
手
続
は
、
単
純
化
さ
れ
、
少
年
、
少
年
の
家
族
、
及
び
、

専
門
家
に
よ
り
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
刑
事
手

続
は
合
理
的
期
間
に
枠
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
合
理

的
期
間
は
、
有
責
性
に
対
す
る
判
決
あ
る
い
は
召
喚
以
降
に
始
ま

り
、
制
裁
言
渡
し
後
に
も
継
続
さ
れ
う
る
教
育
的
付
添
の
時
間
を
短

（88－4－5 ）
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縮
す
る
こ
と
は
な
く
、
有
責
性
に
関
し
迅
速
に
判
決
を
下
す
こ
と
を

可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
少
年
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
時
間

的
に
調
整
・
適
応
可
能
な
独
自
の
教
育
的
措
置
を
創
設
す
る
こ
と
に

よ
り
、
少
年
に
適
用
さ
れ
る
教
育
的
措
置
を
全
面
的
に
見
直
し
て
い

る
。
こ
の
改
革
は
、
段
階
的
か
つ
柔
軟
で
、
一
貫
性
が
あ
り
、
少
年

の
成
育
歴
並
び
に
少
年
の
状
況
及
び
人
格
に
関
す
る
諸
要
素
を
中
心

に
据
え
た
、
枠
づ
け
ら
れ
た
時
間
性
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
対
応

を
可
能
と
す
る
。

　

最
終
的
に
、
本
法
典
は
、
被
害
者
へ
の
よ
り
良
い
ケ
ア
を
可
能
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
は
、
私
訴
原
告
人
に
な
り
、
有
責
性
の

審
理
開
始
以
降
、
即
ち
、
裁
判
所
へ
の
係
属
か
ら
最
長
三
か
月
間
、

自
己
の
要
求
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
修
復
的
司
法

の
確
立
、
及
び
、
調
停
措
置
の
整
備
に
よ
っ
て
、
被
害
者
が
よ
り
広

く
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
。

・
刑
事
政
策
へ
の
改
革
の
影
響

　

刑
事
的
対
応
は
、
個
別
化
、
少
年
の
成
育
歴
と
の
整
合
性
、
及
び
、

行
為
の
重
大
性
と
の
均
衡
の
原
則
に
従
っ
て
、
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
点
、
少
年
を
よ
く
知
る
少
年
係
判
事
へ
の
係
属
が
教
育
的
一

貫
性
に
資
し
う
る
が
ゆ
え
に
、
あ
な
た
方
は
、
公
訴
に
関
す
る
決
定

時
点
に
お
い
て
、
少
年
の
た
め
の
裁
判
機
関
内
部
の
ル
ー
ル
に
従
っ

た
割
り
当
て
を
優
先
す
る
よ
う
専
心
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
な
た

方
は
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
適
用
さ
れ
る
公
益
奉
仕
労
働
制
度
を

定
め
る
新
た
な
規
定
の
お
か
げ
で
、
近
隣
司
法
の
枠
組
の
中
で
奨
励

さ
れ
て
い
る
教
育
的
代
替
措
置
に
優
先
的
に
頼
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う（

３
）。

あ
な
た
方
は
、
接
触
及
び
立
ち
入
り
禁
止
、
並
び
に
、
夜
間

外
出
禁
止
に
特
別
な
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の

禁
止
は
一
時
的
な
司
法
上
の
教
育
的
措
置
の
枠
組
に
お
い
て
言
い
渡

さ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
課
さ
れ
る
刑
罰
に
関
係
な
く
、
保
安
措
置
に

代
替
す
る
強
制
的
な
教
育
的
措
置
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
あ
な
た
方
は
、
執
務
室
に
お
い
て
、
教
育
的
試
験
観
察

の
手
続
に
従
い
、
軽
罪
及
び
第
五
級
違
警
罪
に
つ
き
裁
定
を
下
す
少

年
係
判
事
へ
の
係
属
の
原
則
を
尊
重
す
る
こ
と
に
、
特
別
な
配
慮
を

向
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
軽
罪
に
関
し
て
は
、
そ
の
係
属
は
、
共
和

国
検
事
の
面
前
へ
の
召
喚
に
際
し
て
作
成
さ
れ
る
調
書
に
よ
り
保
証

さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
共
和
国
検
事
の
も
と
へ
の
召
喚
の
後
、
教

育
的
ま
た
は
保
安
的
一
時
的
措
置
が
判
決
の
審
判
ま
で
命
じ
ら
れ
う

る
。

　

そ
れ
故
、
試
験
観
察
手
続
に
従
っ
た
判
決
を
目
的
と
し
た
、
少
年

裁
判
所
へ
の
係
属
は
例
外
的
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
有
責
性
に
関
し

（法政研究�88－4－6 ）
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合
議
に
よ
る
審
理
が
必
要
と
な
る
、
最
も
複
雑
か
つ
最
も
重
大
な
事

案
へ
の
合
議
で
の
審
理
を
留
保
し
つ
つ
、
均
衡
の
と
れ
た
審
理
日
程

に
気
を
配
る
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
課
さ
れ
る
刑
罰
の
重
さ

は
、
そ
れ
の
み
で
当
然
に
、
少
年
係
判
事
へ
の
全
て
の
係
属
を
排
除

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
共
和
国
検
事
が
執
務
室
で
行

わ
れ
る
有
責
性
の
審
理
に
参
加
で
き
、
ま
た
、
制
裁
の
言
い
渡
し
の

段
階
で
少
年
裁
判
所
へ
係
属
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
有
責
性
の
検
討
の
た
め
に
係
属

さ
れ
る
裁
判
機
関
の
選
択
は
、
制
裁
の
検
討
の
た
め
に
移
送
さ
れ
る

裁
判
機
関
を
縛
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
複
数
の
少
年
が

関
与
す
る
事
案
に
お
い
て
、
各
少
年
の
人
格
の
考
慮
、
関
与
の
程
度
、

現
在
進
行
中
の
別
の
手
続
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
手
続
が
、
異
な

る
扱
い
を
正
当
化
し
、
そ
の
結
果
、
特
に
、
制
裁
の
言
い
渡
し
の
た

め
に
異
な
る
裁
判
所
へ
の
係
属
を
正
当
化
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

一
回
限
り
の
審
理
で
の
判
決
を
目
的
と
し
た
少
年
裁
判
所
へ
の
係

属
は
、
そ
れ
自
体
、
科
さ
れ
る
刑
罰
及
び
少
年
の
人
格
に
関
す
る
厳

し
い
条
件
に
従
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
一
回
審
理
へ
の
振
り
分

け
は
、
司
法
上
の
前
科
の
あ
る
少
年
ま
た
は
警
告
に
従
う
こ
と
を
拒

否
し
た
少
年
に
よ
り
行
わ
れ
た
特
別
に
重
大
な
事
件
に
つ
い
て
、
留

保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
少
年
の
弁
識
能
力
が
少
年
の
刑
事
責
任
及
び
手
続
に
も

た
ら
さ
れ
る
べ
き
帰
結
を
評
価
す
る
た
め
に
、
決
定
的
な
要
素
で
あ

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
あ
な
た
方
は
、
刑
事
法
上
の
捜
査
の
段

階
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
被
疑
少
年
の
弁
識
能
力
の
評
価
を

可
能
と
す
る
調
査
に
絶
え
ず
専
念
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

・
改
革
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
現
場
で
の
協
議

　

こ
の
大
規
模
な
改
革
の
実
施
は
、
少
年
司
法
の
み
な
ら
ず
児
童
保

護
の
関
与
者
の
幅
広
い
綿
密
な
動
員
を
前
提
と
す
る
。
裁
判
所
、
少

年
司
法
保
護
局
、
認
可
さ
れ
た
民
間
部
門
の
専
門
家
は
、
司
法
省
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
あ
る
い
は
控
訴
院
レ
ベ
ル
で
展
開
さ
れ
る
ツ
ー
ル

に
よ
り
つ
つ
、
特
に
、
教
育
的
報
告
書
の
伝
達
方
法
、
訴
追
代
替
手

段
及
び
措
置
の
実
施
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
協
議
会
に
て
定
期
的

に
意
見
交
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
審
理
期
間
に
関
す

る
編
成
計
画
は
、
裁
判
所
内
部
に
お
い
て
協
議
の
対
象
と
な
る
で
あ

ろ
う
（
審
理
期
間
を
共
有
す
る
必
要
性
、
十
分
に
特
定
さ
れ
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
及
び
方
法
の
活
用
）。

　

同
様
に
、
民
事
及
び
刑
事
の
枠
内
で
少
年
の
た
め
に
行
う
そ
れ
ぞ

れ
の
活
動
を
調
整
す
る
た
め
に
は
、
県
会
、
公
衆
衛
生
上
の
施
設
や

組
織
、
就
学
施
設
の
み
な
ら
ず
、
弁
護
士
会
、
警
察
の
捜
査
機
関
、

国
家
憲
兵
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
す
る
テ
ー
マ
体
系
に
つ
き
、
意
見

交
換
に
参
加
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
少
年
刑
事
司
法
法

（88－4－7 ）
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典
は
、
一
九
四
五
年
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
が
そ
う
し
て
き
た
よ
う
に
、
犯

罪
を
行
う
少
年
は
要
保
護
少
年
で
あ
り
、
刑
事
的
枠
組
で
あ
っ
て
も

保
護
の
対
象
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
保
護
に
属

す
る
措
置
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
確
認

の
上
に
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

改
革
実
施
に
伴
い
、
司
法
省
の
諸
機
関
及
び
研
修
の
た
め
の
学
校

（
Ｅ
Ｎ
Ｍ
、
Ｅ
Ｎ
Ｐ
Ｊ
Ｊ
、
Ｅ
Ｎ
Ｇ
、
Ｅ
Ｎ
Ａ
Ｐ
）
に
よ
り
開
発
さ

れ
た
支
援
ツ
ー
ル
が
自
由
に
使
え
る
。
さ
ら
に
、
参
照
と
ガ
イ
ド
の

た
め
の
支
援
ツ
ー
ル
が
近
い
う
ち
に
公
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
改
革
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で
我
々
を
動
員
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

ま
ず
は
、
控
訴
院
、
司
法
裁
判
所
、
少
年
司
法
保
護
局
の
地
方
分
権

化
さ
れ
た
地
域
間
局
、
地
方
局
、
及
び
、
施
設
や
組
織
の
動
員
を
必

要
と
す
る
。

　

裁
判
所
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
専
門
家
は
、
少
年
司
法
が
改
善

し
、
彼
ら
の
監
督
の
継
続
性
及
び
少
年
に
も
た
ら
さ
れ
る
対
応
の
一

貫
性
を
保
証
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
少
年
の
ケ
ア
の
教
育
的
側
面

を
強
化
す
る
た
め
に
、
順
応
し
、
刷
新
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
が
生
じ

さ
せ
る
困
難
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
必
要
と
な
る
資
源
及
び
知
識

を
、
多
く
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
協
働
の
下
、
活
用
す
る
。

・
野
心
的
改
革
の
実
施
評
価

　

野
心
的
改
革
の
実
施
評
価
を
目
的
と
し
て
、
司
法
省
は
、
定
期
的

に
、
事
案
及
び
教
育
的
ケ
ア
の
平
均
処
理
期
間
を
測
定
す
る
こ
と
と

し
、
そ
れ
に
よ
り
、
少
年
の
付
添
に
効
果
的
な
期
間
を
評
価
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
被
勾
留
少
年
及
び
刑
の
執

行
と
し
て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
少
年
の
割
合
を
特
定
す
る
こ
と
に
よ

り
、
少
年
拘
禁
へ
の
依
存
の
減
少
が
期
待
で
き
よ
う
。

　

あ
な
た
方
は
、
付
属
文
書
に
お
い
て
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
新

た
な
諸
規
定
の
詳
細
な
解
説
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
付
属
文
書

で
は
、
裁
判
所
内
及
び
そ
の
管
轄
地
域
内
の
全
て
の
専
門
家
が
少
年

刑
事
司
法
法
典
に
適
応
で
き
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
体
系

に
応
じ
た
説
明
が
展
開
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
実
施
に
向
け
た
推
奨
事

項
や
デ
ー
タ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

あ
な
た
方
に
は
、
刑
事
事
件
・
恩
赦
局
の
総
合
刑
事
政
策
室
、
及

び
、
少
年
司
法
保
護
局
に
あ
る
立
法
及
び
法
務
室
の
二
つ
の
リ
ン
ク

先
に
、
本
通
達
実
施
に
際
し
て
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
報
告
し
て

ほ
し
い
。

�
Eric�D

U
PO

N
D
-M

O
RET

T
I

�

（
大
貝
葵
）
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付
属
文
書
1

少
年
刑
事
司
法
の
一
般
原
則

　

少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
憲
法
院（

４
）に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
少
年
司

法
に
関
す
る
共
和
国
の
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
基
本
原
則
を
想

起
さ
せ
る
前
文
か
ら
始
ま
る
。
即
ち
、
そ
の
基
本
原
則
と
は
、
少
年

の
年
齢
に
応
じ
た
刑
事
責
任
の
軽
減
、
少
年
の
年
齢
及
び
人
格
に
適

合
し
た
措
置
に
よ
っ
て
教
育
的･

道
徳
的
更
生
を
追
求
す
る
必
要
性
、

及
び
、
裁
判
機
関
及
び
手
続
の
専
門
化
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、

少
年
の
最
善
の
利
益
の
た
め
に
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
．
少
年
刑
事
司
法
に
適
用
さ
れ
る
大
原
則
の
強
化

　

少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
一
九
四
五
年
二
月
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の

延
長
線
上
に
あ
り
、
少
年
に
適
用
さ
れ
る
大
原
則
を
強
化
し
た
上

で
、
こ
れ
を
改
め
て
明
記
し
て
い
る
。
本
法
典
は
、
少
年
に
対
し
て

下
さ
れ
る
決
定
が
、
少
年
の
教
育
的･

道
徳
的
更
生
、
再
犯
の
防
止
、

及
び
、
被
害
者
の
利
益
の
保
護
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
精
確

に
示
し
て
い
る
（
第
Ｌ
．
一
一
―
二
条
）。

―
教
育
の
優
先

　

刑
法
違
反
で
有
責
と
宣
告
さ
れ
た
少
年
は
、
教
育
的
措
置
の
対
象

と
な
り
、
諸
状
況
及
び
少
年
の
人
格
が
そ
れ
を
要
請
す
る
場
合
に
の

み
、
刑
罰
の
対
象
と
な
り
う
る
と
い
う
、
教
育
的
対
応
の
優
先
原
則

が
改
め
て
示
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
一
一
―
三
条
）。
教
育
的
制
裁
は
廃

止
さ
れ
、
そ
れ
故
、
も
は
や
少
年
裁
判
所
に
よ
っ
て
少
年
に
対
し
て

宣
告
さ
れ
う
る
対
応
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
成
し
な
い
。

―
関
与
者
の
専
門
化
及
び
手
続
の
専
門
化

　

前
文
及
び
第
Ｌ
．
一
二
―
一
条
は
、
少
年
が
専
門
化
さ
れ
た
裁
判

機
関
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
少
年
に
適
合
し
た
手
続
に
従
っ
て
裁
判

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
原
則
を
堅
持
し
て
い
る
。
こ

の
原
則
は
、
検
察
の
専
門
化
（
第
Ｌ
．
一
二
―
二
条
、
第
Ｌ
．
二
一

一
―
一
条
以
下
）、
有
責
性
審
理
前
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
一
条
）

ま
た
は
予
審
手
続
の
枠
内
で
、
少
年
の
拘
禁
に
つ
い
て
裁
定
を
下
す

た
め
に
介
入
す
る
、
自
由
と
拘
禁
判
事
の
専
門
化
を
法
律
の
レ
ベ
ル

に
格
上
げ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
化
さ
れ
て
い
る
。
有
責
性
審
理

後
、
及
び
、
教
育
的
試
験
観
察
期
間
中
、
宣
告
さ
れ
た
措
置
の
監
督

を
行
い
、
勾
留
に
関
し
裁
定
を
下
す
権
限
を
有
す
る
の
は
、
少
年
係

判
事
で
あ
る
（
第
Ｌ
．
五
二
一
―
一
六
条
以
下
）。

　

関
与
者
の
専
門
化
の
原
則
を
補
完
す
べ
く
、
少
年
の
た
め
に
司
法

官
及
び
弁
護
人
の
介
入
の
継
続
性
が
追
求
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
一
二
―

四
条
）。

　

裁
判
機
関
に
つ
い
て
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
は
、
有
責
性
審
理
前

（88－4－9 ）
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（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
三
条
）
及
び
教
育
的
試
験
観
察
期
間
中
に
下

さ
れ
る
決
定
に
対
す
る
控
訴
の
み
な
ら
ず
、
少
年
に
関
し
て
裁
定
す

る
違
警
罪
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
決
定
に
対
す
る
控
訴
（
第

Ｌ
．
二
三
一
―
六
条
、
第
Ｌ
．
五
三
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
五
三
一

―
四
条
）
に
ま
で
、
少
年
特
別
部
の
管
轄
を
拡
大
す
る
。

　

少
年
裁
判
所
の
構
成
は
維
持
さ
れ
て
お
り
（
第
Ｌ
．
二
三
一
―
四

条
）、
陪
席
員
は
、
司
法
組
織
法
典
第
Ｌ
．
二
五
一
―
四
条
の
諸
規

定
に
従
っ
て
指
名
さ
れ
る
。
但
し
、
第
Ｌ
．
二
三
一
―
四
条
は
、
訴

訟
の
期
間
及
び
重
要
性
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
補
充
陪
席

員
を
指
名
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
補
充
陪
席
員
は
、
審

理
に
出
席
す
る
が
、
裁
判
体
を
構
成
す
る
陪
席
員
の
一
人
に
故
障
が

あ
る
場
合
に
の
み
、
評
議
に
参
加
す
る
。

　

少
年
重
罪
法
院
は
、
成
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
重
罪
及
び
軽
罪

が
、
そ
の
者
が
一
六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
で
あ
っ
た
と
き
に
行
わ
れ

た
重
罪
と
結
合
し
ま
た
は
不
可
分
一
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
重

罪
及
び
軽
罪
に
つ
き
裁
判
権
を
も
つ
こ
と
に
な
る
（
第
Ｌ
．
二
三
一

―
九
条
）。

　

少
年
司
法
保
護
局
に
関
し
て
、
第
Ｌ
．
二
四
一
―
一
条
は
、
少
年

刑
事
司
法
法
典
の
適
用
に
よ
り
宣
告
さ
れ
た
司
法
決
定
の
執
行
が
、

少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
及
び
施
設
、
及
び
、
明
文
で
規
定
さ
れ
る

場
合
、
認
可
を
受
け
た
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
の
機
関
及
び
施
設
に
委
託

さ
れ
る
旨
、
明
記
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
手
続
の
専
門
化
の
原
則
は
、
と
り
わ
け
、
少
年
の
権
利

に
関
す
る
少
年
へ
の
あ
ら
ゆ
る
通
知
に
つ
き
、
単
純
で
理
解
し
や
す

い
表
現
を
用
い
る
義
務
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
（
第
Ｄ
．
一
二
―
二

条
）。

―
刑
事
責
任
の
軽
減

　

弁
識
能
力
を
有
す
る
少
年
の
刑
事
責
任
（
第
Ｌ
．
一
一
―
一
条
）

及
び
年
齢
に
従
っ
た
刑
事
責
任
の
軽
減
の
原
則
は
維
持
さ
れ
、
違
警

罪
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
決
定
に
拡
大
さ
れ
る
（
第
Ｌ
．
一

一
―
三
条
、
第
Ｌ
．
一
一
―
五
条
及
び
第
Ｌ
．
一
二
一
―
三
条
）。

刑
罰
軽
減
の
原
則
は
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
つ
い
て
は
絶
対
的
で
あ

る
が
、
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
つ
い
て
は
、
事
案
の
状
況
、
少
年
の

人
格
及
び
少
年
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
例
外
的
に
排
除
さ

れ
う
る
点
に
は
、
注
意
を
要
す
る
（
第
Ｌ
．
一
二
一
―
七
条
）。

―
修
復
的
司
法
の
承
認

　

少
年
刑
事
司
法
法
典
第
Ｌ
．
一
三
―
四
条
は
、
少
年
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
手
続
に
際
し
、
手
続
が
い
か
な
る
段
階
に
あ
っ
て
も
、
事
実

関
係
の
承
認
を
条
件
と
し
て
、
修
復
的
司
法
に
よ
る
可
能
性
を
承
認

す
る
。
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
〇
―
一
条
及
び
二
〇
一
七
年
三
月
一
五

（法政研究�88－4－10）
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日
の
通
達
に
従
い
、
行
為
者
ま
た
は
被
害
者
に
提
案
さ
れ
る
修
復
的

司
法
の
措
置
は
、
刑
事
手
続
と
は
独
立
し
て
い
る
。
行
為
者
た
る
少

年
に
つ
き
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
修
復
的

司
法
は
、
被
害
者
の
よ
り
よ
い
ケ
ア
、
行
為
者
の
責
任
意
識
の
喚
起
、

及
び
、
社
会
的
融
和
と
い
う
目
的
に
寄
与
す
る
。（
被
害
者
の
立
場

に
関
す
る
付
属
文
書
参
照
）

2
．
一
三
歳
未
満
の
少
年
に
対
す
る
弁
識
能
力
不
存
在
の
推
定

　

少
年
の
年
齢
に
応
じ
た
刑
事
責
任
の
軽
減
に
加
え
て
、
少
年
刑
事

司
法
法
典
は
、
一
三
歳
未
満
の
少
年
に
お
け
る
弁
識
能
力
不
存
在
の

推
定
、
及
び
、
こ
れ
に
相
関
し
て
、
一
三
歳
以
上
の
少
年
に
お
け
る

弁
識
能
力
の
推
定
を
規
定
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
推
定
は
、
訴
追
段
階
か
ら
適
用
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、

訴
追
代
替
措
置
及
び
刑
事
和
解
が
同
様
に
こ
の
弁
識
能
力
の
確
認
と

い
う
要
件
に
服
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
第
Ｄ
．
四
二
二
―
二
条
）。

　

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
単
純
な
推
定
で
あ
っ
て
、
と
り
わ
け
、

少
年
の
供
述
、
家
族
及
び
学
校
環
境
の
申
述
、
調
査
デ
ー
タ
に
よ
っ

て
、
行
為
が
な
さ
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
鑑
定
、
も
し
く

は
、
精
神
医
学
的
も
し
く
は
心
理
学
的
検
査
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
う
る

（
第
Ｒ
．
一
一
―
一
条
）。
か
く
し
て
、
鑑
定
は
、
そ
れ
が
一
三
歳
未

満
の
少
年
に
と
っ
て
弁
識
能
力
の
認
定
を
導
き
う
る
要
素
の
一
つ
で

あ
る
と
し
て
も
、
義
務
的
で
は
な
く
、
必
要
不
可
欠
で
も
な
い
。

　

少
年
の
弁
識
能
力
は
、
手
続
、
と
り
わ
け
調
査
、
及
び
、
場
合
に

よ
っ
て
は
少
年
の
前
歴
か
ら
え
ら
れ
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
、
裁
判
官

の
最
終
的
な
評
価
権
限
に
属
す
る
。

　

第
Ｌ
．
四
二
一
―
一
条
に
従
っ
て
、
共
和
国
検
事
は
、
公
訴
に
関

し
て
と
ら
れ
る
方
針
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
と
り
わ
け
、

弁
識
能
力
が
認
定
さ
れ
な
い
少
年
に
対
し
て
、
児
童
福
祉
に
関
し
て

権
限
を
有
す
る
官
憲
に
付
託
す
る
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
（
第

Ｄ
．
四
二
二
―
一
条
）。

　

Laboubé

判
決（

５
）の

文
言
を
受
け
て
、
第
Ｌ
．
一
一
―
一
条
は
、
弁

識
能
力
を
、
少
年
が
「
自
己
の
行
為
を
理
解
し
意
欲
し
た
こ
と
」、

及
び
、「
自
己
が
対
象
と
な
る
刑
事
手
続
の
意
味
を
理
解
で
き
る
こ

と
」
と
定
義
し
て
い
る
。

　

少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
は
、
少
年
の
弁
識
能
力
を
評
価
す
る
任

を
負
わ
な
い
。

　

一
三
歳
未
満
の
少
年
が
弁
識
能
力
あ
り
と
認
定
さ
れ
る
場
合
、
少

年
係
判
事
は
、
そ
れ
を
判
断
す
る
排
他
的
権
限
を
有
す
る
（
第
Ｌ
．

二
三
一
―
二
条
及
び
第
Ｌ
．
二
三
一
―
三
条
の
反
対
解
釈
）。
当
該

少
年
を
有
罪
と
す
る
判
決
に
は
理
由
が
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず

（
第
Ｒ
．
五
二
一
―
一
条
）、
い
か
な
る
刑
罰
も
宣
告
さ
れ
え
な
い

（
第
Ｌ
．
一
一
―
四
条
）。
そ
の
際
、
教
育
的
措
置
の
み
が
宣
告
可
能

（88－4－11）
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で
あ
り
（
警
告
ま
た
は
司
法
上
の
教
育
的
措
置
）、
加
え
て
、
措
置

の
免
除
ま
た
は
教
育
的
成
功
の
宣
言
が
な
さ
れ
う
る
（
第
Ｌ
．
一
一

一
―
六
条
）。

�

（
井
上
宜
裕
）

�

（
未
完
）

注（
１
）
裁
判
所
組
織
法
典
の
諸
規
定
の
み
が
、
裁
判
所
組
織
法
典
の
中
に

並
行
し
て
維
持
さ
れ
な
が
ら
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
の
中
で
も
繰
り

返
さ
れ
る
。

（
２
）
既
存
の
規
定
の
法
典
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
条
項
が
問
題
と
な
る
場

合
、
当
初
の
規
範
の
レ
ベ
ル
が
尊
重
さ
れ
た
。
但
し
、
少
年
の
拘
禁

に
関
す
る
諸
規
定
は
総
じ
て
、
第
Ｌ
．
一
二
四
―
一
条
の
適
用
に
よ

り
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
格
上
げ
さ
れ
、
同
様
の
こ
と
は
、

刑
罰
に
関
す
る
諸
規
定
、
及
び
、
自
由
剥
奪
措
置
に
際
す
る
権
利
告

知
に
関
す
る
諸
規
定
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
そ
の
他
、
二
〇
〇
七

年
一
一
月
六
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
第
二
〇
〇
七
―
一

五
七
三
号
か
ら
生
じ
る
諸
規
定
の
大
部
分
は
、
単
純
デ
ク
レ
と
し
て

法
典
化
さ
れ
た
。

（
３
）
近
隣
司
法
を
実
施
す
る
に
際
し
少
年
に
適
用
さ
れ
る
訴
追
代
替
措

置
及
び
刑
事
和
解
の
申
出
の
拡
大
に
関
す
る
二
〇
二
一
年
六
月
一
五

日
の
公
文
書D

P2021/0075/B28

号
参
照
。

（
４
）
二
〇
〇
二
年
八
月
二
九
日
の
憲
法
院
裁
決
第
二
〇
〇
二
―
四
六
一

号
、
理
由
第
26

（
５
）
破
毀
院
刑
事
部
一
九
五
六
年
一
二
月
一
三
日
判
決
（
上
告
番
号
五

五
―
〇
五
．
七
七
二
）

【
付
記
】
本
資
料
は
、
二
〇
二
一
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

（法政研究�88－4－12）


